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アメリカ諸州における政府免責についての一考察

―フロリダ州の判例より―

若　狭　愛　子
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　（６）Pollock事件
　（７）「公的義務論」に関する一連の流れ
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1　はじめに

　アメリカでは、制定法や憲法修正によって免責が放棄されるまで、「主

権免責」論の下で、連邦及び諸州は不法行為責任を免れると信じられてい

た
（１）

。主権免責論は連邦及び諸州またはそれらの機関、郡、地方自治体に対

する不法行為訴訟を禁じ、あるいは制限するものであった。また、政府は

その同意なくして不法行為に対する訴訟を提起されないという、イギリス

やアメリカの法体系において重要な理論であった。多くの弁明書において

主権免責が援用された。しかしながら、それらの主要な弁明は、権力分立

論や政府の意思決定における裁量の必要性、国庫に課せられる不法行為に

基づく賠償金の重大な影響を抑制する必要性を説くものであった。
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　フロリダ州とて例外ではなく、1973年、州議会がフロリダ州法 §768
（２）

.28

を制定するまで、長きにわたり主権免責の放棄を認めなかった。しかしな

がら、それ以前から、フロリダ州裁判所では、地方自治体に政府不法行為

免責を与えるコモン・ローの展開において、政府の意思決定における自由

の必要性と、それに競合する、自治体職員の不法行為による被害者への損

害賠償の必要性とを比較することに努力してきた。そして、多くの場合、

フロリダ州の自治体に対するコモン・ロー上の免責は、まさに、フロリダ

州裁判所が §768.28の下で達したのと同じように、これらの競合する利益

を均等に扱うということに落ち着いた
（３）

。

　本稿は、政府の不法行為責任を判別する試金石として、フロリダ州の

「裁量免責論」と「公的義務論」について判例を分析・検討することによ

り、政府免責の分析への示唆を得ようとするものである。

　なお、フロリダ州最高裁判所は「最高裁」に、§768.28の適用除外は

「免責」に、それぞれ略語標記するものとする。

註

（１）　連邦政府では、1946年の FTCA（Federal Tort Claims Act）の採択により連
邦議会が免責を放棄し、州政府においても、FTCAの可決以降、連邦政府に
従って、多くの州議会が、州政府やその職員による不法行為に対する政府免
責を明確に放棄する法令を制定した。

　　　なお、アメリカ諸州の政府免責の法制度を紹介したものとして、植村栄治
「アメリカ諸州の不法行為責任に関する主権免責の現状」成蹊法学28号（1988）
251頁参照。

（２）　Fla. Stat. § 768.28 (2005).

（３）　Gerald T. Wetherington & Donald Pollock, Tort Suits Against Govern mental 

Entities in Florida, 44 FLA. L. REV. 1 (1992). 参照。

２　§768.28 制定以前のコモン・ロー支配下における政府免責

　フロリダ州及びその下部組織は、1973年の免責放棄の法令制定以前は、

不法行為責任に対して絶対的免責を享受した
（４）

。しかしながら、自治体に

は、限定的な不法行為に対する免責のみが与えられていた
（５）

。自治体当局の
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機能を「政府に関する（governmental）」機能と「所有に関する（proprie-

tary）」機能とに区別する分析がある。裁判所は、被害当事者と自治体の

被用者との間に特別な関係が存在しない限りにおいて、前者にのみ不法行

為免責を適用することで、この分析を発展させた
（６）

。これは後に、「Modlin

理論」と呼ばれるようになった。

　なお、以下の判例で、州ではなく自治体の主権免責を争った事件を取り

上げる理由は次の通りである。フロリダのコモン・ローは、§768.28の制

定以前から、自治体の不法行為に対して主権免責を適用すべきか検討を重

ねてきた。コモン・ローを適用する裁判所は、不法行為責任に対する免責

として、公的義務論と裁量権の行使の両方を認めた。これらの免責を議論

してきた裁判所は、競合する利益と政策を比較してきた。この手法は、現

在の裁判所において、§768.28の下での公的義務論と裁量権の行使による

免責範囲の定義づけに用いられている。ゆえに、自治体の主権免責につい

て展開してきたコモン・ローは、§768.28の免責放棄の範囲を定義づける

根拠として用いることができると考えられる。

（１）Hargrove事
（７）

件

　Hargrove事件において、最高裁は、市の刑務所の独房に閉じ込められ

た後、煙によって窒息死した男性の不法死亡について、未亡人は市を訴え

ることができるとした。これは、自治体は政府機能の行使に付随して起き

た警察官の不法行為について責任を負わないとしてきた、それまでの自身

の見解を撤回するものであった。しかしながら、裁判所は注意深く、その

決定を立法、司法、準立法または準司法機能の行使に対して自治体に責任

を課すものと解釈しないように戒めた。最高裁は、「単に、個人が、職務

の範囲内で行動していた、自治体職員の過失を直接の原因とする直接の人

的侵害を受けた場合に、被害者がその不法行為に対して補償を受けること

を判示したにすぎない」として、この判決の適用を限定した
（８）

。Hargrove

事件以降、裁判所は、被害者に直接関わった警察官や他の執行機関に属す

る職員の過失や故意による不法行為といった、積極的な行為に対して自治
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体に責任を負わせるようになった
（９）

。

　また、Hargrove事件は、政府機能に起因する一部の不法行為に対する

免責を部分的に放棄したように思われる。しかしながら、最高裁は、明ら

かに、自治体による司法、準司法、立法または準立法機能の行使に対する

免責を維持しようとした。Hargrove事件以降の裁判所のいくつかは、一

定の政府権限の判断による決定は、政府機能固有のものであるため、不法

行為訴訟の対象とはならないとした。結果、過失に関わらず、自治体の権

限には多くの状況下での裁量権の自由な行使が許された。

　同様に、自治体のポリスパワーは、必然的に、その発展または計画を決

定する権利をも包含しているため、ポリスパワーによる自治体の「裁量権

行使」も不法行為責任の根拠とはならないとした。

（２）Modlin事
（亜）

件

　Modlin事件で裁判所は、店の中２階の崩落によって顧客が死亡した事

故につき、建築物検査官の過失ある調査について、使用者責任論により自

治体は責任を負わないとした。

　Modlin事件は明らかに、訴訟可能な過失は被害者に対して被告が負う

べき義務の存在を要件とする、不法行為法理論を根拠とした。さらに、こ

の義務は、公務員が一般的に公衆に対して負うべき義務以上のものでなけ

ればならない
（唖）

。Modlin事件で採用されたこの不法行為法理論は、一般的

に「公的義務論（Public Duty Doctrine）」と呼ばれる。公的義務論は、過

失について自治体を訴えようとする原告に、履行されなかった義務が、公

衆の一員としてだけでなく、個人としての被害者に負うべきものであった

ことを証明することを要求する。公的義務論は、政府責任を限定し、政府

の意思決定や行為に対する干渉を回避しようと意図されたものである。あ

る意味では、この理論もまた、積極的に被害をもたらす違法行為と消極的

に被害から他者を保護することを怠る行為とを分かつコモン・ローによる

相違を根拠としている。

　一般原則のように、特定の個人を保護すべき特別な義務を負っている場

合を除いては、自治体は、警察や消防が保護を怠ったことによる金銭ある
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いは人的損害に対して不法行為責任を負わない。この原則は、公的義務論

の原理の一部を根拠とする。さらに、裁判所は、警察による市民保護に関

する自治体の規定を、最も政策決定者に委ねられる機能を割り当てる根源

であるとみなした。最終的に、裁判所は、警察や消防が保護を怠ったこと

による責任から自治体を保護するために、消極的に被害を防ぐことを怠る

ことの責任に関するコモン・ロー上の原則を援用するようになった
（娃）

。

　しかしながら、人と自治体間の「特別な関係」ゆえに自治体が特定個人

に対して特別な義務を負う場合には、警察が保護を怠ったことに対する免

責に適用除外を創設した。例えば、政府が原告の信頼を得る原告の監護者

になった場合に、その関係を見出すことができる。さらに、保護すべき義

務を導く特別な関係は、制定法によっても生み出される。

（３）小括

　Modlin事件で採用された公的義務論に対して寄せられた批
（阿）

判にもかか

わらず、Modlin事件分析の基本的な政策判断は、§768.28の免責放棄を解

釈する諸事件において用いられた。特に、§768.28は、どのように、い

つ、あるいは法を執行するか否か、保護を与えるか否かのように執行に関

わる決定について責任を免除すると判示する場合に、この分析が用いられ

た。

　Modlin事件以降、§768.28制定までの自治体の主権免責を判別するもの

として、以下の枠組みをあげることができる
（哀）

。

（１） 所有に関する機能に分類される自治体の活動については、自治体は

私人と同様の不法行為責任を負う。

（２） 政府に関する機能に分類される自治体の活動については、被害者と

政府被用者が「特別な関係」にあった場合にのみ、使用者責任論の

下で、自治体は不法行為責任を負う。

（３） 司法、準司法、立法または準立法に関する機能のカテゴリーに分類

される自治体の活動については、依然として免責される。
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註

（４）　前掲註（３）Gerald T. Wetherington & Donald Pollock, p 5-p 7

（５）　後掲註（19）Commercial Carrier, 371 So. 2d 1015.

（６）　Modlin v. City of Miami Beach, 201 So. 2d 70 (Fla. 1967).

（７）　Hargrove v. Town of Cocoa Beach, 96 So. 2d 130 (Fla.1957)

（８）　Hargrove, 96 So. 2d 133-134.

（９）　前掲註（３）Gerald T. Wetherington & Donald Pollock, p 19. 例えば、犯人逮
捕や暴動の鎮圧、過失ある家宅侵入や家宅捜査、逮捕者への脅迫や暴行、誤
認逮捕、その他、プライバシーや人の尊厳といった憲法上の権利を剥奪する
際の職員による過度の暴力など。さらに、交通管制装置の手動操作、パトカ
ーが高速で追跡するときのサイレンの鳴らし忘れ、あるいは銃撃者への応戦
で傍観者を撃ってしまうなど、特定の法の執行機能にも責任を課した。

（10）　Modlin v. City of Miami Beach,201 So. 2d 70 (Fla. 1967).

（11）　Modlin, 201 So. 2d 75-76.

（12）　前掲註（３）Gerald T. Wetherington & Donald Pollock, p 23-24.

（13）　後掲註（19）Commercial Carrier 371 So. 2d 1015.

（14）　Gordon v. City of West Palm Beach, 321 So.2d 78 (Fla.1975)他。

３　§768.28 制定以降の最高裁判例の流れと分析

（１）§768.28 の下での免責放
（愛）

棄

　1973年、フロリダ州議会は §768.28を制定した。この制定法は、不法行

為責任に対する州またはその行政機関や支部の主権免責を放棄した
（挨）

。

§768.28(1)は、州またはその行政機関や支部に対して、個人が法律上の訴

訟を提起することを認めている。この法律に規定された制限の中で、個人

は財産に関する損失や人的侵害、死亡に関する不法行為について、金銭に

よる損害賠償を受けることができる。しかしながら、それらの損害や侵害

が、州またはその行政機関や支部の職員がその職務の範囲内で行った、故

意または過失による作為・不作為によってなされたものでなければならな

い。さらに、その被害は、州またはその行政機関や支部が、仮に私人であ

ったならば、原告に対して責任を負うであろう状況下で発生したものでな

ければならない。なお、§768.28には、暴動、違法な集会、デモ、破壊集

団や市民暴動に違法に参加した者によってもたらされた公務に基づく訴訟
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を妨げ、職員の職務外の行為に起因する責任を州は負わないとする適用除

外規
（姶）

定も設けられている。

　また、§768.28は、「この州の一般法に従って……、州またはその行政

機関や支部が、仮に私人であったならば、原告に対して責任を負うであろ

う状況下で
（逢）

」、不法行為責任から政府免責を放棄するとしている。この文

言は、フロリダ州においては私法上の不法行為責任と政府の不法行為責任

とが、同じ領域であることを意味するように解釈しうるが、裁判所は、私

法上の不法行為責任には存在しない２つの適用除外を認めた。第一に、権

力分立論に基づく裁量免責である。第二に、過負担を引き起こす不法行為

責任から政府を保護しようとする公的義務論による免責である。つまり、

訴えられた不法行為にこれらの免責のいずれかが適用されない限りにおい

て、裁判所は政府免責の放棄を認めるのである。

　自治体の免責に関する法と §768.28の下で発展した法のいずれもが、裁

量の行使と公的義務論による免責の定義づけに関して、競合する利益と政

策を十分に調和させることのできる公式は存在しない。「政府に関する／

所有に関する」分析の相違や「計画レベル／実行レベル」テストのような

公式の提案は、いずれも十分なものではない。

　これらの免責に関して可能な公式は１つも存在しない。なぜなら、それ

らは様々な権力の利益や政策を保護しているからである。例えば、裁判所

が権力分立論の中心となるとみなすような、これらの基本的な政府機能

は、自動的に免責を享受する。これは、権力分立論が立法府または行政府

の裁量権を、不法行為の損害賠償金を課すことによる司法府の不当な干渉

から保護しようとするからである。同様に、公的義務論の中心となる政府

行為も免責を享受する。公的義務論は、政府サービスの提供や法の執行を

怠ったことのみによる責任から政府機関を保護するものである。しかしな

がら、権力分立論や公的義務論によって保護される利益を権力関係におい

て減少させることで、裁判所は、責任の裏付けとなる競合する利益が、免

責に優越すると判断するであろう。そのような利益には、被害者への補償

の必要性、政府の不法行為を阻止する必要性、政府の違法行為を白日の下

にさらす必要性が含まれる。さらに、政府と被害者間の特別な関係の存在
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のような、責任の裏付けとなる要素が、免責問題を解決する決定打とな

る。

　フロリダ判例法の中核は、§768.28に対する免責が存在するか否かの決

定に関わる「競合する利益」への司法判断の重要性を反映している。判例

法は、比較的明白な枠組みで免責と責任の領域を定義した。そして、定義

されたこれらの領域外にある免責問題については、ケース・バイ・ケース

で解決しようとする。Gerald T. Wetherington, Donald I. Pollock は、§768.28

を解釈しようとする判例の積み重ねにより、裁判所は免責問題を決定付け

ることについて、まず以下のことを考える必要があると指摘する。

（１） 政府機関が初めに生み出したのではない危険により損害をもたらし

たことで問題となった政府行為は、政府サービスの提供や法の執行

を単に怠ったものであるのか。仮にそうであるならば、裁判所は一

般的に免責を認めるであろう。

（２） しかしながら、上記の問題において、仮に、政府機関と被害者の間

に監護者関係のような特別な関係が生じていたならば、裁判所は一

般的に責任を見出すであろう。

（３） 損害をもたらした危険は、最初に政府機関が生み出したものなの

か。仮にそうであるならば、裁判所は一般的に、裁量の存在しない

政府行為に対する責任を見出すであろう。

（４） 政府行為は、高位の政策決定の結果なされたものであるのか。仮に

そうであるならば、裁判所は一般的に免責を見出すであろう。

（５） 政府行為は、下位の執行機関での裁量決定によるものであるのか。

仮にそうであるならば、裁判所は、競合する利益に対する免責の必

要性と責任の裏づけとなる要素とを比較することによって、免責問

題を解決しなければならない。

　ただ、上記の背景が、主権免責論に関する包括的な公式となることはな

い。これらは、以下の判決において議論される主要な問題のいくつかの概

観を提示するに過ぎない。
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（２）Commercial Carrier事
（葵）

件

　Commercial Carrier事件は、交通事故の原因であると申立てられた交差

点における交通管制装置（停止標識）の未整備による過失に対する訴訟で

ある。事実審において被告となった政府は、§768.28の制定以前に政府機

能に関わった自治体に適用された免責が、自治体よりはむしろ州と郡に与

えられるという主張に基づいて、責任からの保護を要求
（茜）

し、訴えを却下さ

せることに成功した
（穐）

。免責は §768.28の制定後も生きているので、政府に

はModlin理論の下で免責を得る権利があると主張した。最高裁は、その

主張を却下することで、Modlin理論は §768.28の制定に耐えられなかった

と判断した。その理由として、「『政府に関する／所有に関する』分析また

は『特別な義務／一般的な義務』分析を根拠とする責任は、多くの裁判所

と批評家の厳しい批判を受けた。したがって、1973年の §768.28の制定に

おいて、自治体の主権免責の規定を法典化しようとした意図が、立法府に

あったとすることはできない」と述べた
（悪）

。

　最高裁は、§768.28には、FTCAに見られるような明白な裁量免責が欠

如しているにも関わらず、権力分立論の下で、「一定の政策決定、計画ま

たは判断に関わる政府機能は、伝統的な不法行為責任にさらされない」と

判示した
（握）

。「統治行為固有の判断決定をする政府機能の権限」によって、

「伝統的不法行為責任が阻まれて、統治行為が生まれる」とすることで、

§768.28は不法行為責任から政府の「裁量」行使を保護する。「政府の対

等な関係にある各府の機能は、その行使が英明 (wisdom)であるがゆえ

に、司法審査にさらされることはない」と結論付けた
（渥）

。最高裁は、このよ

うな権力分立論に基づいた暗示の裁量免責の例を、ニューヨークとワシン

トンの両州に見出し、ワシントン法は、政府の裁量行為を識別するため

に、下級裁判所にその利用を推奨した「予備テスト」を規定していた
（旭）

。

　作為・不作為あるいは決定が裁量を含んでいるのかに対して「敏感

（sensitive）」であった最高裁は、申立てられた政府の「作為・不作為あ

るいは決定」に関する一連の問題について自身で答えを見出すことで、そ

の分析を開始した
（葦）

。この一連の問題とは、Evangelical事
（芦）

件で用いられた

予備テストである。テストは以下の問いを投げかける
（鯵）

。
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（１） 訴えられた政府の作為・不作為あるいは決定に、基本的な政府の政

策、計画または目的が包含されているのか。

（２） 問題となった作為・不作為あるいは決定は、政府の政策、計画また

は目的を達成するのに必要不可欠なものであったのか。

（３） その作為・不作為あるいは決定は、政府機関に、基本的な政策評

価、判断または専門知識を要求するものなのか。

（４） 関係する政府機関は、訴えられた政府の作為・不作為あるいは決定

を行うのに必要な憲法上あるいは制定法上の権限または義務を有し

ているのか。

　仮に、上記の全ての問いに肯定的な答えが導かれたならば、Evangelical

事件の分析は、政府行為は裁量であり免責されると判断するであろう。仮

に、１つあるいはそれ以上の問いに否定的な答えが出されたならば、その

行為が免責されるか否かについて、さらなる調査が必要となる。この独特

のアプローチは、権力分立論を擁護するために、直面する事実が、不法行

為免責の適用を必要とするのか否かを分析しようとする裁判所において、

「ケース・バイ・ケース理論」に引き継がれることになる。しかし、裁量

の有無について「敏感（sensitive）」であった最高裁だが、「裁量」と言う

言葉の現実的な意味や定義については考慮しなかった。

　また、実行レベルの行為を「政策の実行」と定義することで、免責され

る裁量行為と免責されない実行レベルの行為とを区別した
（梓）

。この「計画

（レベル）／実行レベル」テストを事件の事実に適用することで、交通管

制装置の過失ある未整備は、自治体が責任を負うべき実行レベルの行為で

あるとした
（圧）

。

　Commercial Carrier事件で裁判所が、Evangelical事件のテストを是認

し、政府の決定を「計画」レベルと「実行」レベルとに識別したことによ

って、免責問題に対する「計画（レベル）／実行レベル」テストは不確実

なものを生み出したと認めた。しかしながら、裁判所は、権力分立への考

慮こそが、政府免責のより適切な論拠であると強調するために、そのテス

トを採用した。Commercial Carrier事件で採用され、後の判決において依

拠される「計画（レベル）／実行レベル」テストは、権力分立論との関係
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から、まず政府の裁量に着目する。これは、免責問題を決定する主要な要

素であるが、他の利益や政策もまた §768.28の免責問題と関連性を持って

いる。関連のあるあらゆる利益や政策を考慮することなしに、免責に対す

る「計画（レベル）／実行レベル」テストを限定的に適用することは、混

乱や不確実性、誤った結果を導くことだと考えられる。Commercial Carri-

er事件において、最高裁は政府による不法行為の免責の放棄範囲を定義

しようとした。しかし、§768.28制定以後も不法行為責任を免れうる政府

行為を分析・確認するための明確な枠組は提示しなかった。

　なお、Overton、Boyd両判事は、§768.28は、「州や行政機関、下級機関

が、もし私人であったならば、有責とされる状況下」での政府責任を規定

したものであるので、多数意見は §768.28の明白な文言に反している。さ

らに、私人は、交通信号や標識の整備のような政府特有の活動には従事し

ないとして反対意見を述べた
（斡）

。

（３）Commercial Carrier事件後

　Commercial Carrier事件の２年後の Cauley事
（扱）

件において、Hatchett判事

の離脱とMacDonald判事の追任により、新たな多数意見が発現し、最高

裁の観念的な不一致が明らかになった。この事件では、憲法訴訟に対して

§768.28(5)の下での政府の不法行為責任の限界を確認し、市に対する判決

にそれを適用するという法廷意見を Overton判事が記した。Commercial 

Carrier事件で多数意見を導いた Sundberg判事は、Atkins判事と共に反対

意見者となった。彼らは、Commercial Carrier事件で決定付けられた自治

体に対する免責の廃止が、わずかも自治体に適用されてはいないと主張し

た
（宛）

。

　Cauley事件の翌年、Overton判事によって記された「Neilson三部作
（姐）

」

として知られるようになる一連の事件において、最高裁は以下のように判

断した。概して、計画によってある物が、被害者にとっては明白ではなか

ったが、周知の危険な状態とならない限り、政府は、公道のシステムのよ

うな全体的な公共の改良計画につきものの欠陥に対して責任を負わないで

あろう。しかし、「周知の危険な状態」という例外にもかかわらず、最高
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裁は政府を保護しようとした
（虻）

。Neilson事件の多数意見はまた、Commer-

cial Carrier事件で用いられた「予備テスト」を脚注に追いやった。Sund-

berg判事が「複数の巡回区控訴裁判所の間で対立する結果は不調和を生

み、むしろ混乱を生ぜしめる。その謎は今なお神秘に包まれている」と反

対意見を述べた
（飴）

。Neilson事件の多数意見は、公開のまたは明白な危険や

義務といった不法行為概念に焦点を合わせることで政府免責を適用した一

連の判例において、1980年代初期の支配的見解であり続けた。

　また、Neilson事件の翌年の Harrison事
（絢）

件では、スクールバス停留所の

設置場所の決定に対する政府の裁量免責について論じられたが、この型の

政府事業に関して、注意義務が存在しない可能性があるという提案がなさ

れた
（綾）

。

（４）Trianon事
（鮎）

件

　Trianon事件において、最高裁は、免責に対する「計画（レベル）／実

行レベル」テストに固有の限界を強調した。過度の不法行為責任を制限す

る政策に注目することで、Commercial Carrier事件で発表された免責原理

を拡張・修正した。

　Trianon事件は、コンドミニアムの所有者が、建物の構造上の欠陥につ

いて、市の建築物検査官による建設時の検査の過失に対して提起した訴訟

である。最高裁は、市は、民間の土地所有者に対して、建築基準の適切な

調査を行うべき、コモン・ローまたは制定法上の不法行為に関するいかな

る義務も負ってはいないとした。その結果、過失ある検査によって生じた

財産上の損害に対して市は責任を負わない。多数意見は、公的義務論を適

用することでこの結果を導き出した。Modlin事件で述べられたように、

特定個人に対する特別の不法行為義務を生み出すような状況または立法意

思がない場合には、政府が法執行の義務を負うのは、特定個人に対してで

はなく一般公衆に対してのみであるとこの理論は規定する。公的義務論の

採用を擁護する中で、裁判所は、リステイトメント (2nd)によって支持さ

れる一般的な政策を引用した。これらの政策には、政府機関への過度な財

政上の影響を回避する必要性、法執行過程の硬直化を防ぐ必要性、損害の

（302）



78

原因となった危険を最初に作り出した者に対するその他の救済方法の可能

性が含まれる。

　Trianon事件で認められた公的義務論は、Commercial Carrier事件の裁

量免責論によって示された不法行為責任に対する免責を拡大する。Trianon

事件で、公的義務論は政府の裁量行為だけでなく、その範囲内にある「実

行」行為にも免責を与える。おそらく、Trianon事件は、Commercial Carrier

事件以上に、より直接的に過度の不法行為責任を限定する政策に注目した

ことで、政府の不法行為免責の範囲を拡大した。公的義務論と比較して、

Commercial Carrier事件の裁量免責論は元来、権力分立の利益を保護する

手段として、不法行為責任を限定することに関心を持っていた。それゆ

え、Trianon事件判決は、一般公衆に負うべき義務以外のコモン・ローあ

るいは制定法上の不法行為義務を申立てることで、政府に対する不法行為

訴訟を提起するように原告に要求した。原告はまた、政府の不法行為が、

Commercial Carrier事件の裁量免責論による免責を受けないことを立証し

なければならない。

　義務の不存在に絞られた焦点は、政府の不法行為責任問題に対する裁判

所の分析を急進的に修正させた Trianon事件においてより重要となった。

最高裁は政府の全機能を４つのカテゴリーに分割した。注意義務の存在

・不存在は、その機能が適合するカテゴリーに依拠する。

（１） コモン・ローおよび制定法上の義務が存在しない立法、許認可、行

政官の機能。

（２）一般に注意義務の存在しない法の執行または公共の安全の擁護。

（３）私人と同様の義務を負う設備改善または財産管理機能。

（４） 注意義務の存在する専門的・教育的・一般的なサービス供給であ

る
（或）

。

　そして、建築基準への準拠を強化するための建築物検査は、カテゴリー

（２）の機能として責任から保護されると判断した。

　この４区分の下で、政府の不法行為責任を考えた裁判所は、（１）（２）

区分において表されたような政府の裁量行使については、政府の不法行為

責任は存在しない。なぜなら、そこには、これらの立法、行政またはポリ
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スパワー機能に関するいかなるコモン・ロー上の注意義務も存在せず、ま

た、制定法上の主権免責の放棄は新たな注意義務を生み出さなかったから

である。一方で、（３）（４）区分の下では政府責任は存在しうる。この結

論は、財産はどのように管理されるのか、あるいは専門的・一般的サービ

スをどのように提供するのかに関するコモン・ロー上の注意義務の存在に

よって導かれる。この後半の２区分においては、Evangelical事件で用いら

れた予備テストが、どのような行為が裁量による計画あるいは判断機能を

構成するのか、また、どのような行為が政府機関に責任を負わせうる実行

行為なのかを決定するのに有用である。また、これらの Trianon事件の４

区分は後の判例でも多く採用されたが、Yamuni事件の最高裁において、

確固とした基準というよりは「粗い」指針であると判じられた。

　公的義務論の根拠は Commercial Carrier事件において拒絶されたが、こ

の事件の反対意見者であった Overton判事が、以下のことに注目して

Commercial Carrier事件との差異を述べることで、Trianon事件でその理

論的根拠を復活させた。Commercial Carrier事件において最高裁は、

Modlin事件の「一般的な義務／特別な義務」二分論を却下したことで、

主権免責が存在しない場合に、不法行為責任を成立させる根拠となるコモ

ン・ロー上の義務が存在しない行為について論ぜず、また考慮しなかっ

た。むしろ、我々は、主権免責をなくす明白なコモン・ロー上の義務が存

在する限定的事実について論じた
（粟）

。

　Trianon事件で裁判所の見解は、多数意見の Overton, Boyd, Alderman, 

MacDonald判事と反対意見の Ehrlich, Shaw, Adkins判事の４対３に別れ

た。「多数意見は個々の主権免責の問題と伝統的な不法行為法の義務を混

同してい
（袷）

る」と考えた Shaw判事は、多数意見による裁量免責と公的義務

論の混同に対する長く痛烈な批判を Everton事
（安）

件に記した。

　政府を不法行為責任から保護しようとする最高裁の一連の流れは、この

1985年を境に一変することとなる。構成員に変化が生じ、反対意見グル

ープが多数意見になった。新たな多数意見は Commercial Carrier事件の理

由付けに戻り、放棄立法の制定を切り抜けた唯一の免責として暗示の裁量

免責を認識する。Trianon事件での公的義務理論の復活を否定し、実際に

（300）



80

Trianon事件判決を却下することなく、まさに Trianon事件が Commercial 

Carrier事件を実行するものであるとした。1986年、最高裁へ Barkett判

事が加わったことが、新たな多数意見の出現と、コモン・ロー上の注意義

務の不存在という Trianon事件の原理を最小限にすると同時に、Commer-

cial Carrier事件の「敏感（sensitivity）」な分析を復活させる一連の判決の

始まりであった。この新たな多数意見は、一連の判決のほとんどにおいて

政府に不利な判断を下した。これらの判決の最初にあたるのが、Avallone

事
（庵）

件である。最高裁は、政府は水泳設備を運営するか否かの「裁量権」を

有しており、一度その設備を運営する決定がなされたならば、それは同じ

状況下での私人と同様に、安全に運営されなければならない。それゆえ、

設備の運営決定を履行した行為が水泳者の死に起因するとして、その設備

の過失ある運営に対して郡は責任を負うと判示し
（按）

た。そして、Yamuni

事
（暗）

件で、最高裁は、Trianon事件の政府機能の分類の先行的価値を取り下

げることになる
（案）

。最高裁は、Trianon事件の政府機能の分類について表面

上追従を示したが、法の執行あるいは公共の安全・福祉の保護としてでは

なく、「公衆の健康・福祉に対する専門的、教育的あるいは一般的サービ

スの供給」と分類することで、「児童虐待を十分に調査・発見」すべき政

府側の義務を見出し
（闇）

た。しかし、Grimes判事が反対意見で指摘したよう

に、この分類は明らかに間違っており、Trianon事件の分類分析と一致し

ていな
（鞍）

い。「児童虐待を発見しなかった過失」に対する責任を州の HRSに

見出した Yamuni事
（杏）

件において、最高裁は、免責放棄が存在しない政府独

自の活動とは、計画レベルでの基本的な政策決定であるとし
（以）

た。Commer-

cial Carrier事件でさえも免責を政府決定のみに限定しなかったので、これ

は急進的な結論である。また、私人ではなく、政府によってのみなされる

活動は免責されるという考えからも後退す
（伊）

る。

（５）Kaisner事
（位）

件

　新たな多数意見は、Kaisner事件において、車両を停止させた後、警察

官が運転者にパトカーに近づかないように告げた場合に責任を見出した。

運転者がパトカーと彼のトラックの間にいたところ、パトカーが第三者の
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車に衝突され、運転者に向かって飛ばされた。警察が「その停止について

適切な警察手続を使用しなかったことは注意義務に違反する」という訴え

であ
（依）

る。最高裁は、コモン・ロー上の注意義務の原因となる、警察による

十分な保護（拘置）、抑制、拘留を見出し、「運転者が停止しているように

命令されている場合の決定」には、「訴訟から切り離されるタイプの裁

量」は含まれていないと判断し
（偉）

た。

　Kaisner事件の分析は、フロリダ判例法に大きな影響を及ぼすものであ

った。最高裁は、「被告の行為が予知可能な危険領域を生み出す場合、法

は一般に、危険を軽減するか、その危険が引き起す危害から他者を保護す

るのに十分な事前対策を講じるか、いずれかの立場に被告を置く義務を認

める」という見解をはじめて明白に採用し
（囲）

た。「被告の行為が予知可能な

危険領域を生み出している場合」には、過失の義務要件が満たされると判

示することで、コモン・ロー上の注意義務が存在するのか否かの Trianon

事件の分析を回避した。McDonald判事は、反対意見において「これは、

過失法が根拠とする予知可能性ではない」と指摘し
（夷）

た。

　Kaisner事件後、同じように警察官の行為が争われた２つの事件におい

て、最高裁はともに警察の責任を認めた。再び、最高裁が大きく割れた

Brown事
（委）

件では、車両追跡に従事している警察は、逃亡している犯罪者

との衝突によって被害を受けた第三者の運転者に対して義務を負うとされ

た。なぜなら、「多数の車両が存在する公道での高速追跡に従事すること

は、予知可能な犠牲者への損害を生み出す可能性がある」からであ
（威）

る。

McDonald判事が同調した Overton判事の反対意見で、彼は、多数意見は

「逮捕を逃れようとする犯罪者によって引き起された損害賠償を政府支払

わせる」つもりであると述べ
（尉）

た。同様に Harding判事が別に反対意見を述

べた。彼は、多数意見は「公務員にとってあまりに不明瞭で、追跡を続行

するか中止するか明確に判断するのが困難な線引きを行った」と述べ
（惟）

た。

同意意見を表明した Grimes判事でさえも、これは「比較される公共政策

考慮に関連した限定的な事件」であるという留保を表明し
（意）

た。また、

Henderson事
（慰）

件で、最高裁は、保安官代理が飲酒運転をしていた運転者
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に、近くのコンビニまで運転し彼の親を呼ぶように指示したことで「乗員

を危険な状況に置いた」場合には、停止させた車両の乗員に義務を負うと

判断した。運転を許可された運転者は警察の保護下にはなく、彼の親を呼

ぶことで車両の押収を回避できた。コンビニに向かった後も、彼は運転を

続け、後部座席の２人の乗員を死亡させる事故に遭遇する。それらの事実

にもかかわらず、路傍での拘留中に過失ある行動があったという主張を容

認することで、最高裁は簡単な「予知可能な危険領域」による義務を見出

し、それによって免責を回避し
（易）

た。Overton判事は、反対意見において次

のように指摘した。「実質的効果は、今や公務員はあらゆる状況におい

て、たとえ乗員が公務員の保護あるいは支配下に置かれていなくとも、運

転者を拘留する場合には、全ての車両を押収しなければならないと感じて

いるだろ
（椅）

う。」

　Kaisner事件の「予知可能な危険領域」の原理は、現在のフロリダ過失

法に普及してい
（為）

る。仮に各活動を「予知可能な危険領域」の創造とみなす

ことで、コモン・ロー上に義務が存在するか否かという Trianon事件の免

責分析の第一段階を効果的に回避する。

（６）Pollock事
（畏）

件

　2004年、Pollock事件において、最高裁は、政府不法行為法の領域に関

する重要な意見を表明した。Pollock事件は、原告の娘が乗っていた車両

と高速道路上に停車していたトレーラとの衝突事故による不法死亡訴訟で

あった。事故の１時間前に、現場を通過した運転者によって、放置車両が

確認され、フロリダハイウェイパトロール（以下 FHP）に交通事故を報

告するため、911に連絡がなされていた。しかしながら、連絡を受けた

911担当者が、パトロール隊に指示を出すためのコンピュータ入力を怠っ

た。その結果、パトロール隊は派遣されなかった。原告は、特に、ハイウェ

イの安全状態を維持すること、車道の周知の危険を警告すること、または

危険な状態を是正することを怠った過失が FHPにあると主張した。さら

に、駐車車両に職員を派遣しなかったことで、FHPは自らの政策または
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手続に違反した過失があったと主張した。第一審裁判所は、両親の賠償請

求を認めたが、第３区上訴裁判所は、「第一審が、FHPの作為・不作為が

その性質において、実行（レベル）であることを示すものがない場合、さ

もなければ、法の問題として、政府に不法行為責任を課すような、FHP

が死者に対して特別な義務を負っていない場合に、FHPに有利に評決を

導かなかったのは誤りであ
（異）

る」とし、その判断を破棄した。最高裁は、匿

名意見において、原審を認容し、次のようにその意味を明らかにした。原

審の判決は、その採用を主張した FHPの計画レベルによる免責ではな

く、最高裁意見において、「法の高位の部分」としてわずかに識別されて

いるフロリダの公的義務理論にその根拠を置いている。

　最高裁は、Trianon事件とそれ以降の事件で生成されてきた公的義務論

の存在の不確実性について直接述べることはなかった。その代わりに、最

高裁は、政府の不法行為責任問題に適用された分析枠組みに基づく、下級

審の判断を再検討し
（移）

た。その枠組みは、「同様の状況下であれば、個人に

適用されるコモン・ロー上あるいは制定法上の注意義務が存在する」のか

否かという最初の分析も包含してい
（維）

る。かりに、そのような注意義務の存

在が確認されたならば、まさにその時こそ、「主権免責の分析」に従事す

ることが、裁判所にとって必要となるのであろう。政府の不法行為責任問

題の分析において、この概念的な問題に取り組むことが必要である。なぜ

なら、厳密に言うなら、注意義務に違反したことによる責任から政府を保

護しないように、公的義務論には免責は存在しないからである。それどこ

ろか、先ず第一に、特定タイプの政府行為に対しては、法律上の執行義務

が存在しないことを確認し
（緯）

た。（１）「FHPには、ハイウェイを安全な状

況に維持する、車道上の周知の危険を警告する、または危険な状況を是正

する……コモン・ロー上の義務を有する」、（２）「付随する作用を統治す

る FHPの政策や手続が、職員を派遣する義務を生み出した」という原告

の主張に対して、義務の存否を考慮した時、最高裁は公的義務論の根拠理

論に従った。政策や手続は「独立した注意義務を生み出さ」なかったと決

定した。さらに、ハイウェイの維持と放置車両の撤去のいずれについて

も、FHPに対していかなる義務も見出さなかった。また、Trianon事件を
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引用して、「州のハイウェイパトロールや道路通行の管制、道路交通法の

執行は、個人ではなく一般公衆に課された FHPの義務である」と判断

し
（胃）

た。

　最高裁は、「特別な義務」が、「人々を警察の監督下に置く、拘留する、

あるいはそれ以外の方法で危険にさらすことによって、危険の存在を生み

出すあるいは認めて、人々を『危険領域』にさらすという状況に直接関わ

っていた」FHP職員によって生み出されたのか否かに注目し
（萎）

た。特別な

義務は、警察官が管制を引き受ける意思決定をした場合、あるいは職員が

原告に対して、職員が指示された法の執行活動を行うであろうと直接説明

した場合に確認され
（衣）

る。しかしながら、FHP職員は死者あるいはその関

係者と直接関わっていなかった。このように、FHPは死者に対して、放

置車両を発見し報告した第三者の運転者による緊急時の911コールに応答

する、いかなる特別な義務も負っていなかった。義務問題を広く検討した

結果、「前兆や潜在的危険の現れといった場面への対応、またはこの事件

のような状況下での放置車両の撤去といった対策に関して、政府の不法行

為責任を生み出すあるいは課す、法律上確認される特別な不法行為義務

は、FHPには存在しない」と判断し
（謂）

た。

　義務問題に対する広範な分析にもかかわらず、多数意見は、公的義務論

への依存を名指しで認めることはなく、それ以前の Commercial Carrier事

件は公的義務論の中心となる二分法を拒否したとした点で、その判決から

明白かつ明確に後退した。

　Anstead判事による同意意見は、次のように結論付けた。「現実に、911

コールがなされる度、惨事が起こりうる。また、我々の一般に普及してい

る法から後退するのではないかというのが、我々が直面している不安材料

である。もちろん、警察や他の緊急事態に対応する組織は、緊急事態に対

応する義務を負っており、彼らは、要請がかかるたびに重荷を背負う。も

しも、すべての対応に関して、対応が十分でなかった場合に、緊急事態の

被害者に対するリスクや損害賠償を政府に負わせたならば、この価値ある

緊急事態への対応という公共サービスの提供は可能か否かである。しかし

ながら、今日までの判例法は、フロリダで日々発生する何千もの事故のそ
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れぞれにおける対応の合理性に対する責任を負うことなく、政府は救急隊

を提供するという公共政策決定をなすことができるとしてき
（違）

た。」この同

意意見は極めて実用性に重きを置いている。政府行為を不法行為責任にさ

らすことの便益や経済的影響、その行為の経済的・社会的有用性を計算し

てい
（遺）

る。同時に、権力分立論に関わる付加的要素も包含している。

　公的義務論の根拠は、政府を不法行為責任にさらす負担が、概して、公

益のために行使される行政府の権能を妨害する、または損なうほどに重大

である場合には、特定の政府行為は、たとえ、それが「危険領域」を生み

出すとしても、個人に対する注意義務を負わないという考えに基づくもの

である。この公的義務の根拠理論は、「予知可能な危険領域」を生み出す

行為はすべて、注意義務を負うというフロリダの過失原理と一致しない。

反対意見は、政府の不法行為の事案において義務を分析するのにより良い

アプローチとは、「従来の不法行為原理」と、全ての人に対して負う過失

ある作為・不作為を行わないという一般的な義務の範囲を定義することで

決定される「予見性」とに注目することであると指摘す
（医）

る。最高裁は、こ

の予見性への検討の必要性について、「この事件での FHPのような警察官

が、その場に赴かなかった、あるいはその状況に対して一定の管制を行わ

なかった場合、『危険領域』の分析は適用されな
（井）

い」としている。しかし

ながら反対意見は、「最高裁の決定は、原告に密接に関わる者への直接的

な説明と、第三者への直接的な説明との間に横暴な線引きを行うものであ

るという私の考えを導
（亥）

く」と主張した。

　同意意見の分析は、申立てられた行為に関わる政府の他の部門や公益企

業への本質的な干渉の危険が、政府行為に不法行為責任を負わせることの

利益より重い場合には、公的義務論はいかなる義務も生み出さないという

結論を導く柔軟性を持つということを確認する。同意意見が確認したよう

に、裁判所は、予見性を近視眼的に捉えるのではなくその先を見つめ、そ

のような法律上の義務を課されることの社会的・経済的影響を考慮しなけ

ればならない。過失要素である義務の存在問題に関するこのアプローチ

は、過失要素としての義務に対する「予知可能な危険領域」テストより
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は、Modlin理論や伝統的な過失法原理とはるかに一致している。特に、

いかなる義務も存在しないという同意意見の見解は、FHPの行為は予知

可能な危険領域を生み出さなかったという結論ではなく、むしろ、FHP

のような補助的機関を用いて911緊急事態システムを稼動するような行為

の社会的・経済的有益性が、原告の明白な損失を補償することの利益より

重いという考えにその根拠を置くのである。

　Pollock事件の多数意見で引用されたWetherington and P
（域）

ollockは、政府

審査を設けないこと、あるいは法を執行しないことに対する責任から、政

府を保護する実質的な必要性を確認することで、Pollock事件の事実のよ

うな状況に対して、公的義務論を適用する理論的根拠を説明している。そ

れにもかかわらず、Pollock事件の反対意見によると、どれほど権威があ

ろうとも、公的義務論は Commercial Carrier事件においてModlin理論と

共に拒否されたのである。従って、政府の意思決定を除いては、いかなる

政府活動であっても不法行為責任から切り離されることはほとんどないと

考えた。さらに、州のハイウェイを管制するという FHPの制定法上の義

務のような執行義務でさえも、たとえ、FHPとその死者の間に直接的な

接触がなかったとしても、死者である第三者に対してコモン‐ロー上の注

意義務を生み出す行為であると考えた。さらに、「放置車両を通報した

Pedrero氏に、事実確認のための職員派遣を保証した時に、その状況に対

する管制を FHPは引き受けたのである」と主張し
（育）

た。

（７）「公的義務論」に関する一連の流
（郁）

れ

　Modlin事件において、最高裁は「適切な系統の理論と、過失行為を擁

護するのに必要な義務は、公務員が公衆に対して負っている一般的な義務

以上のものでなければならないとした注目すべき理論」を認容し
（磯）

た。その

理論に従うことで、裁判所は、市には、検査を怠った建築物検査官の過失

に基づく責任はないと判示した。なぜなら、検査官は、公衆一般に義務を

負っている以外に、その店の顧客に対して特別な義務を一切負っていなか

ったからである。
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　このModlin理論は、Commercial Carrier事件の最高裁によって、「Modlin

事件とその系統は、政府免責を放棄するフロリダ法 §768.28の発効日以

後、もはや存続し得ない」と結論付けられることとなった。Commercial 

Carrier事件は次のように述べた。

　第一に、義務が、特定個人に対してではなく、公衆一般に課せられたも

のである場合、州またはその政治部門の職員による過失ある作為・不作為

に対する訴訟原因は存在しないという結論は、迂遠な推論であると考え

る。これは、先のModlin事件より導かれた「一般的な義務／特別な義

務」二分論である。批評家によって、全てに対する義務があるならば、誰

に対しても義務を負わないという結論を導く理論として皮肉られた

Modlin理論が、自治体の主権免責として機能していることは明らかであ

る。ゆえに、その効果は主権免責論の存続に依拠する。ならば、§768.28

の制定にもかかわらず、Modlin理論は存続し続けることができるだろ

う
（一）

か。

　Commercial Carrier事件で裁判所は、主権を根拠とする政府免責の適用

を継続する正当理由を見出せなかったが、「代わりに、計画レベルでの活

動の合理性に関する行政府の決定を、司法府による決定と差替えることを

認めない権力分立の概念によって根拠づけられる」「暗示の」政府免責が

§768.28の制定後も存続すると結論付け
（壱）

た。

　政府免責の根拠を、時代遅れの主権の絶対的正当概念以外に求めた

Commercial Carrier事件判決の賞賛に値する努力の一方で、その分析は、

権力分立論に決して反しない排除されたModlin事件を深く傷つけた。実

際、Commercial Carrier事件で採用され、後の不法行為責任に影響を与え

た政府機能の「計画レベル／実行レベル」テストは、法の執行や公衆安全

の保護といった、もっとも基本的な執行機能に対して、裁判所が過度に干

渉しないことを保証するのには不十分であると証明した。最高裁が

Trianon事件で確認したように、Modlin事件で述べられた尊重すべき系統

理論は、「ポリス・パワー」を司法審査から保護するのに必要である。

　Trianon事件で最高裁は、Commercial Carrier事件以降、瀕死の状態だ
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った公的義務論を復活させ、法の執行や公衆安全の保護といった特定の政

府機能に対するコモン・ロー上の注意義務は存在しないと判示した。しか

し、義務の不存在と免責との相違を認識したにもかかわらず、裁判所は

Modlin事件の拒否から明らかに後退し、代わりに次のように述べた。

Modlin事件の「一般的な義務／特別な義務」二分論を拒絶した、Commercial 

Carrier事件の最高裁の決定は、主権免責が存在しない場合に、不法行為

責任の根拠となるコモン・ロー上の義務が存在しない行為について、論じ

ることも注目することもなかった。むしろ、主権免責が存在しない、コモ

ン・ロー上の義務が明かに存在するという限定的な事実状況に対応する。

統治行為に付随する意思決定という政府権限を不法行為で訴えることはで

きないという「明白な法原理」と同様に、「伝統的な不法行為責任が阻ま

れ、統治活動の始まりとなる」政府活動の領域が存在することを確認し

た
（溢）

。

　Commercial Carrier事件の具体的な事実が、その分析を必要とするか否

かにかかわらず、Modlin事件の「一般的な義務／特別な義務」二分論は、

公的義務論の分析にとって必須の要素である。しかし、Trianon事件の最

高裁は、Commercial Carrier事件におけるこの二分論の拒絶を表面上認め

ることで、フロリダにおける公的義務論に関する論理的な疑問を放置し

た。その疑問は、Trianon事件以降の混乱した様々な判決の表現に見られ

ることになった
（逸）

。

　それでもなお、フロリダにおける公的義務論の根拠となる理論の存在

は、1995年の Vann事件における最高裁の公的義務論の承認によって確認

され
（稲）

た。最近、最高裁が、理論の存在問題に取り組んだのが、Pollock事

件である。最終的に、公的義務論への明白な言及こそなかったが、最高裁

はその理論を堅守した。その根拠理論は、以前の Everton事件と Vann事

件
（茨）

で次のように言明された。「市民を保護するという政府の義務は、全体

として公衆に対する一般的な義務である。そして、公衆を保護するという

一般的な義務のみが存在する場合、そこには責任の対象となる個々の市民

に対する注意義務は存在しない。」
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４　まとめ

　公的義務論と裁量による免責のいずれも、政府の立法府または行政府の

正当な権限行使に過度な干渉をもたらす恐れがある場合、不法行為責任を

課すことを控えることで、権力分立が政府の他府への尊重を要求している

という裁判所の認識を表している。すなわち、司法府の自己抑制の現れで

あるとみなすことができる。論理的に、過失を申立てられた政府行為の審

査において、まず裁判所は、当該行為を不法行為責任にさらすことが、他

府に属する権限の行使の禁止に反しないか否かを自問する。

　フロリダ最高裁は、§768.28の制定後の政府不法行為責任の分析に積極

的に取り組んでいるが、いまだに確実な公式は見出せないでいる。下級審

はこの領域に不可解な法を適用しようと奮闘している。州や地方自治体の

政府が、裁判所の審理や潜在的な責任に従属させられないであろうと確信

できるわずかな活動がある。裁判所は、法律の文言及び同様の法律用語を

解釈している連邦あるいは他州の判例、政府行為に対応するコモン・ロー

上の義務の存否、権力分立に関わる憲法規定を参考にして、不法行為責任

から保護される政府行為の領域を識別するための合理的で首尾一貫した分

析を適用することによって、この領域の法を確定させる必要がある。ま

た、公的義務論は、政策考慮に配慮して、政府行為が「予知可能な危険領

域を生み出した」のか否か、問題となっている政府機能に対するコモン

・ロー上の注意義務が存在するか否かの合理的分析を採用することで、適

用されるべきであろう。

　仮に、司法府が必要な救済法を確立することが困難であるならば、立法

府は、連邦または他州のように主権免責を放棄する法令に対する明白な適

用除外を制定する、あるいは、常に拡大している司法審査から保護される

政府行為を明確に定義する必要があるのかもしれない。

　フロリダの公的義務論は、今までのところ、最高裁において好意的な評

価を得ていないといえる。不評を受けたModlin判決のイメージを裁判所

が払拭できていないからであろう。しかし、公的義務論は Commercial 
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Carrier事件で認識された暗示の裁量免責として容認される可能性を有し

ている。どちらも、基本的な憲法上の権力分立論によって強力に擁護さ

れ、州または自治体の職員の公共の福祉に対するポリス・パワーの責任あ

る自由な行使を保護しようとするものである。

　Pollock判決は、州または自治体のポリス・パワーの発展にとって有利

なものとなった。しかしながら、その多数意見は、公的義務論の範囲と、

州への適用決定に必要な分析的枠組みについて不確実性を残した。その理

論が下級審において適正な運用がなされるには、さらに詳細な説明が必要

である。最高裁は、その理論の境界を曖昧なままにし、また同時に、現在

の公共政策の需要に法を適合させるための許容範囲を与えるために、その

分析を弾力的なものにしたのかもしれない。しかしながら、法におけるそ

のような順応性の対価は、Pollock事件に反映されるように、混乱と遅延

という結果をもたらす恐れがある。Pollock事件で最高裁は、下級審の分

析を「義務と主権免責を混合した分析」として修正した
（芋）

が、このような混

同を再び招くことにもなりかねない。

　最後に、フロリダ州における政府不法行為法の体系は、政府免責の基準

を明確に立法化せず、判例の中で、免責の判断基準を構築してきたこと

で、公的義務論や裁量論の展開など、未だに多くの混乱と解決すべき課題

を残してはいるが、日本の国家賠償法体系と比較検討すべき類似点も多く

見出すことができた。詳細な日米法比較は今後の課題としたい。

註

（91）　義務と免責それぞれの分析の混同は、Commercial Carrier事件での「政府
の裁量免責」の承認と、裁判所が「基本的判断あるいは政府の裁量に対し
て、適用される注意義務は決して存在しない」と指摘することで、その２つ
を混合したように思われた Trianon事件から生じたのであろう。
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